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健全化判断比率及び資金不足比率審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１

項の規定により、審査に付された令和元年度決算に基づく健全化判断比率及

び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審

査を終了したので、次のとおり意見を提出する。 
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 （注）１ 文中の金額及び各表中の金額は、原則として万円単位で表示し、数値ごとに単位未 

満を四捨五入した。したがって、合計額と内訳の計が一致しないことがある｡ 

     ２ 比率は、原則として小数点第２位を四捨五入し、調整の上表示した｡なお「0.0」は 

      該当数値はあるが、単位未満のものを示している。 

３ 文中のポイントとは、パーセンテージ間又は指数間の単純差引数値である｡ 

４ 符号等の用法は次のとおりである。 

    「△」  ・・・・・・負数 

    「－」 ・・・・・・該当数値のないもの又は算出不能のもの 
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令和元令和元令和元令和元年度決算に基づく健全化判断比率年度決算に基づく健全化判断比率年度決算に基づく健全化判断比率年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足及び資金不足及び資金不足及び資金不足比率比率比率比率審査意見審査意見審査意見審査意見    

    

第第第第１１１１    審 査 の 対 象審 査 の 対 象審 査 の 対 象審 査 の 対 象                                

１ 令和元年度決算に基づく健全化判断比率 

２ 令和元年度決算に基づく資金不足比率 

３ １及び２の算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第第第第２２２２    審 査 の 期 間審 査 の 期 間審 査 の 期 間審 査 の 期 間                            

令和２年８月２５日から令和２年９月１４日まで 

 

第第第第３３３３    審査の着眼点審査の着眼点審査の着眼点審査の着眼点    

健全化判断比率及び資金不足比率は法令に基づき適正に算定されている

か、かつ、その算定の基礎となる事項を記載した書類は適正に作成されてい

るか。 

 

第第第第４４４４    審査の実施内容審査の実施内容審査の実施内容審査の実施内容        

市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率について、その

算定の基礎となる事項を記載した書類と関係諸帳簿等を照合し、算定が適正

であるか審査した。また、必要に応じて関係職員から説明を聴取した。 

 

第第第第５５５５    審 査 の 結 果審 査 の 結 果審 査 の 結 果審 査 の 結 果                                

第１から第４に掲げる事項のとおり審査した結果、健全化判断比率及び資

金不足比率の算定並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成

は、いずれも適正に行われていることを認めた。 

  なお、審査の概要及び審査意見は次のとおりである。 
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１１１１    健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率健全化判断比率    

健全化判断比率の状況は第１表のとおりである。 

第１表 健全化判断比率の状況 

  （単位：％、ポイント） 

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 

参 考 

早期健全化基準 

実 質 赤 字 比 率 － － － 11.35 

連結実質赤字比率 － － － 16.35 

実 質 公 債 費 比 率 0.5 0.3 0.2 25.0 

将 来 負 担 比 率 － － － 350.0 

（注）実質赤字額、連結実質赤字額及び将来負担比率が生じていない場合は、実質赤字比率、連結

実質赤字比率及び将来負担比率は「－」で表示している。 

 

 

過去５年間における実質公債費比率の推移は、第１図のとおりである。 
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第１図 実質公債費比率の推移
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それぞれの比率の対象となる会計等は、第２図のとおりである。 

 

第２図 健全化判断比率及び資金不足比率の対象会計等（令和元年度決算） 
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（１）実質赤字比率 

実質赤字比率は、一般会計等を対象とした実質赤字額が、標準財政規模

に占める割合を表した指標であり、算定式は次のとおりである。 

 

        一般会計等の実質赤字額 Ａ 

                 

 

標準財政規模 Ｂ 

 

一般会計等の実質赤字比率の状況は第２表のとおり、当年度の実質収支

額は 35億 2065万円の黒字で、前年度と比べ 27億 1047万円（334.6％）

増加している。これは、主に一般会計の実質収支額が増加したことによる

ものである。 

当年度の本市の実質赤字比率は、前年度と同様に実質赤字額が生じてい

ないことから算定されない。 

 

第２表 一般会計等の実質赤字比率の状況 

区  分 

実 質 収 支 額 

増  減 増減率 

令和元年度 平成３０年度 

 億 万円 億 万円 億 万円 ％ 

一  般  会  計 35 2061 8 1018 27 1044 334.5 

一 般 会 計 等 に 属 す る 特 別 会 計  3  0  3 皆増 

 住宅新築資金等貸付事業特別会計  0  0  0 0 

 ひがしひろしま墓園管理事業特別会計  3  0  3 皆増 

 合     計  Ａ 35 2065 8 1018 27 1047 334.6 

標 準 財 政 規 模  Ｂ 447 8635 439 5414 8 3221 1.9 

 ％ ％ ポイント  

実 質 赤 字 比 率 － 

 (△7.86) 

－ 

(△1.84) 

－ 

(△6.02) 

－ 

 （注）１  実質収支額が黒字の場合は、実質赤字比率は「－」で表示している。  

（注）２  （ ）内の数値は、実質収支額が黒字の場合に標準財政規模に対する割合を参考として記 

載している。（負の値で表示） 

 

  

実質赤字比率 ＝ 
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（２）連結実質赤字比率 

連結実質赤字比率は、全ての会計を対象とした連結実質赤字額の標準財

政規模に占める割合を表した指標であり、算定式は次のとおりである。 

 

       
 連結実質赤字額 Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ 

                   標準財政規模 Ｅ 

 

連結実質赤字比率の状況は第３表のとおり、当年度の連結実質収支額は 

108億 1923万円の黒字で、前年度と比べ 29億 4592万円（37.4％）増加し

ている。これは、主に一般会計の実質収支額が増加したことによるもので

ある。 

当年度の本市の連結実質赤字比率は、前年度と同様に連結実質赤字額が

生じていないことから算定されない。 

  

連結実質 

赤字比率 

＝ 
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第３表 連結実質赤字比率の状況 

区  分 

実質収支額／資金不足・剰余額 

令和元年度 平成３０年度 増  減 増 減 率 

 億 万円 億 万円 億 万円 ％ 

一 般 会 計 等  Ａ 35 2065 8 1018 27 1047 334.6 

一般会計等以外の特別会計のうち

公営企業に係る特別会計以外の会計

Ｂ  7638 1 7889 △1 0251 △57.3 

 

国民健康保険特別会計  2289  4073 △ 1784 △43.8 

後期高齢者医療特別会計  2424  2511 △ 87 △3.5 

介 護 保 険 特 別 会 計 

（ 保 険 事 業 勘 定 ） 

 2925 1 1306 △ 8381 △74.1 

介 護 保 険 特 別 会 計 

（介護サービス事業勘定） 

 0  0  0 0 

公 営 企 業 会 計  Ｃ 72 2220 68 8424 3 3796 4.9 

 

水 道 事 業 会 計 65 5140 62 1778 3 3363 5.4 

下 水 道 事 業 会 計 6 5427 6 6647 △ 1220 △1.8 

特定生活排水処理事業特別会計  0  0  0 0 

寺家地区土地区画整理事業特別会計   1653  0  1653 皆増 

合  計 Ｄ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ 108 1923 78 7331 29 4592 37.4 

標 準 財 政 規 模  Ｅ 447 8635 439 5414 8 3221 1.9 

 ％ ％ ポイント  

連 結 実 質 赤 字 比 率 － 

(△24.15) 

－ 

(△17.91) 

－ 

(6.24) 

－ 

(注) １ 実質収支額及び資金不足・剰余額の合計が黒字の場合は、連結実質赤字比率は「－」で表示して

いる。 

２ （ ）内の数値は、実質収支額及び資金不足・剰余額の合計が黒字の場合に、標準財政規模に対

する割合を参考として記載している。（負の値で表示） 
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（３）実質公債費比率 

実質公債費比率は、一般会計等が負担する地方債の元利償還金及び準元利

償還金の標準財政規模に占める割合を過去３か年の平均値で表した指標であ

り、算定式は次のとおりである。 

 

実質公債費比率の状況は第４表のとおり、当年度（３か年平均）は 0.5％

で、前年度と比べ 0.2ポイント低下している。これは、算出の分子のうち地

方債の元利償還金（公債費充当一般財源等額）が増加したことから、単年度

で算出した実質公債費比率が増加したためである。 

なお、早期健全化基準の 25.0％と比較すると、これを下回っている。 

 

   第４表 実質公債費比率の状況 

区 分 令和元年度 平成３０年度 平成２９年度 

対前年度 

増 減 増 減 率 

 億 万円 億 万円 億 万円 億 万円 ％ 

地方債の元利償還

金（公債費充当一

般財源等額） Ａ 

78 2982 73 9504 70 0174 4 3478 5.9 

準元利償還金 Ｂ 8 5642 9 6339 11 6854 △1 0697 △11.1 

基準財政需要額に

算入された公債費

及び準公債費Ｃ 

83 1475 81 6736 81 0781 1 4740 1.8 

標準財政規模Ｄ 447 8635 439 5414 444 6848 8 3221 1.9 

Ａ＋Ｂ－Ｃ 3 7148 1 9107  6247 1 8041 94.4 

Ｄ－Ｃ 364 7160 357 8679 363 6067 6 8482 1.9 

 ％ ％ ％ ポイント ％ 

実質公債費比率

（単 年 度） 

1.01855 0.53391 0.17180 0.48464 － 

実質公債費比率

（３か年平均） 

0.5 0.3 0.8 0.2 － 

標準財政規模 Ｄ 

－ 基準財政需要額に算入された公債費及び準公債費 Ｃ 

（地方債の元利償還金（公債費充当一般財源等額） Ａ 

＋ 準元利償還金 Ｂ） 

－ 基準財政需要額に算入された公債費及び準公債費 Ｃ 

＝ 

実 質 

公債費 

比 率 

※単年度 
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（４）将来負担比率 

将来負担比率は、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規

模に占める割合を表した指標であり、算定式は次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

将来負担比率の状況は第５表のとおり、当年度は将来負担額から充当可能

な財源を差し引いた額が前年度に比べ 40億 4667万円増加している。 

当年度の本市の将来負担比率は、前年度と同様に充当可能な財源の額が将

来負担額を上回ったことから算定されない。 

将来負担 

比 率 

＝ 

標準財政規模 Ｄ 

－ 基準財政需要額に算入された公債費及び準公債費 Ｃ 

将来負担額 Ａ － 充当可能財源等 Ｂ 
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第５表 将来負担比率の状況 

区   分 令和元年度 平成３０年度 増 減 増 減 率 

 億 万円 億 万円 億 万円 ％ 

将来負担額（ア～クの計） Ａ 986 5823 979 9528 6 6294 0.7 

 

ア 

一般会計等に係る地方

債の現在高 

745 1879 771 3246 △26 1366 △3.4 

イ 

債務負担行為に基づく

支出予定額 

40 7967 5 5906 35 2061 629.7 

ウ 

一般会計等以外の特別

会計に係る地方債の償

還に充てるための一般

会計等からの繰入れ見

込額 

85 7844 100 6553 △14 8708 △14.8 

エ 

組合又は地方開発事業

団が起こした地方債の

償還に係る地方公共団

体の負担見込額 

25 5884 11 3621 14 2263 125.2 

オ 

退職手当支給予定額に

係る一般会計等負担見

込額 

89 2249 91 0203 △1 7954 △2.0 

カ 

設立法人の負債の額等

に係る一般会計等負担

見込額 

 0  0  0 0 

キ 連結実質赤字額  0  0  0 0 

ク 

組合等の連結実質赤字

額に係る一般会計等負

担見込額 

 0  0  0 0 

充当可能財源等（ケ～サの計）Ｂ 1117 5651 1151 4023 △33 8372 △2.9 

 ケ 

地方債の償還額等に充

当可能な基金の残高の

合計額 

281 8900 278 8367 3 0534 1.1 

 

コ 

地方債の償還額等に充

当可能な特定の歳入見

込額 

100 0989 107 7321 △7 6332 △7.1 

サ 

地方債の償還額等に要

する経費として基準財

政需要額に算入される

ことが見込まれる額 

735 5761 764 8335 △29 2574 △3.8 

標 準 財 政 規 模 Ｃ 447 8635 439 5414 8 3221 1.9 

基準財政需要額に算入され 

た公債費及び準公債費Ｄ 

83 1475 81 6736 1 4740 1.8 

Ａ－Ｂ △130 9828 △171 4495 40 4667 23.6 

Ｃ－Ｄ 364 7160 357 8679 6 8482 1.9 

 ％ ％ ポイント  

将 来 負 担 比 率 － 

(△35.9) 

－ 

(△47.9) 

－ 

(12.0) 

－ 

（注）（ ）内の数値は、充当可能な財源が将来負担額を超える場合に、当該超える額の標準財政規 

模に占める割合を参考として記載している。（負の値で表示） 
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２２２２    資金不足比率資金不足比率資金不足比率資金不足比率    

資金不足比率は、公営企業会計ごとに算定するもので、公営企業会計の資

金不足額が料金収入等の事業規模に占める割合を表した指標であり、経営状

況の深刻度を示すものである。 

資金不足比率の状況は第６表のとおりである。 

 

第６表 資金不足比率の状況 

（単位：％、ポイント） 

会 計 名 令和元年度 平成３０年度 増 減 

参 考 

経営健全

化基準 

法

適

用

企

業

 

水 道 事 業 会 計 － － － 20.0 

下 水 道 事 業 会 計 － － － 20.0 

法

非

適

用

企

業

 

宅地造成 

事業以外 

特定地域生活排水

処理事業特別会計 

－ － － 20.0 

宅地造成 

事業 

寺家地区土地区画

整理事業特別会計 

－ － － 20.0 

（注）資金不足額が生じていない場合は、資金不足比率は「－」で表示している。 
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（１）法適用企業 

資金不足比率の算定式は次のとおりである。 

 

 

    （注）「イ 算入地方債」は、建設改良費以外の経費に充てるために起こした地方債の現在

高である。 

    

①①①①    水道事業会計水道事業会計水道事業会計水道事業会計    

水道事業会計の資金不足比率の状況は第７表のとおり、資金剰余額は 

65億 5140万円で、前年度と比較すると 3億 3363万円増加している。資

金不足額は発生していないため資金不足比率は算定されない。 

 

    第７表 水道事業会計の資金不足比率の状況 

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 増 減 率 

 億 万円 億 万円 億 万円 ％ 

資金不足額    Ａ 

（△資金剰余額） 

△65 5140 △62 1778 △3 3363 5.4 

ア 流 動 負 債 9 4091 8 4950  9141 10.8 

イ 算 入 地 方 債  0  0  0 0 

ウ 流 動 資 産 74 9231 70 6728 4 2503 6.0 

事業の規模    Ｂ 41 2774 41 3503 △ 729 △0.2 

 

エ 営業収益の額 41 2774 41 3503 △ 729 △0.2 

オ 受託工事収益の額  0  0  0 0 

 ％ ％ ポイント  

資 金 不 足 比 率 － 

 (△158.7) 

－ 

(△150.4) 

－ 

(△8.3) 

－ 

（注）１ 「資金不足額 Ａ」が△の場合は、資金剰余額を示している。このため、資金剰余 

額の増加は増減欄において△で表示される。 

２ 資金不足額が生じていない場合は、資金不足比率は「－」で表示している。 

３ （ ）内の数値は、資金不足額が生じていない場合に資金剰余額の事業規模に対する 

割合を参考として記載している。（負の値で表示） 

 

資金不足比率 ＝ 

資金不足額 Ａ 

（ア 流動負債＋イ 算入地方債－ウ 流動資産） 

事業の規模 Ｂ 

（エ 営業収益の額－オ 受託工事収益の額） 
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②②②②    下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計下水道事業会計    

下水道事業会計の資金不足比率の状況は第８表のとおり、資金剰余額

は 6億 5427万円で、前年度と比較すると 1220万円減少している。資金

不足額は発生していないため資金不足比率は算定されない。 

 

    第８表 下水道事業会計の資金不足比率の状況 

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 増 減 率 

 億 万円 億 万円 億 万円 ％ 

資金不足額    Ａ 

（△資金剰余額） 

△6 5427 △6 6647  1220 △1.8 

ア 流 動 負 債 8 7028 8 3755  3273 3.9 

イ 算 入 地 方 債  833  620  213 34.4 

ウ 流 動 資 産 15 3288 15 1021  2267 1.5 

事業の規模    Ｂ 31 6996 29 8176 1 8820 6.3 

 

エ 営業収益の額 31 6996 29 8176 1 8820 6.3 

オ 受託工事収益の額  0  0  0 0 

 ％ ％ ポイント  

資 金 不 足 比 率 － 

 (△20.6) 

－ 

(△22.4) 

－ 

(1.8) 

－ 

（注）１ 「資金不足額 Ａ」が△の場合は、資金剰余額を示している。このため、資金剰余 

額の増加は増減欄において△で表示される。 

２ 資金不足額が生じていない場合は、資金不足比率は「－」で表示している。 

３ （ ）内の数値は、資金不足額が生じていない場合に資金剰余額の事業規模に対する 

割合を参考として記載している。（負の値で表示） 
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（２）法非適用企業（宅地造成事業を行っていないもの） 

資金不足比率の算定式は次のとおりである。 

 

 

 

 

（注）「イ 算入地方債」は、建設改良費以外の経費に充てるために起こした地方債の現在

高である。 

 

①①①①    特定地域生活排水処理事業特定地域生活排水処理事業特定地域生活排水処理事業特定地域生活排水処理事業特別会計特別会計特別会計特別会計    

特定地域生活排水処理事業特別会計の資金不足比率の状況は第９表の

とおりである。一般会計からの繰入金により収支の均衡を図っており、

資金不足額は発生していないため資金不足比率は算定されない。 

 

  第９表 特定地域生活排水処理事業特別会計の資金不足比率の状況 

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 増 減 率 

 億 万円 億 万円 億 万円 ％ 

資金不足額    Ａ  0  0  0 0 

 

ア 歳 出 額  1153  1154 △ 1 △0.1 

イ 算 入 地 方 債  0  0  0 0 

ウ 歳 入 額  1153  1154 △ 1 △0.1 

エ 

翌年度へ繰り越す

べ き 財 源 

 0  0  0 0 

事業の規模    Ｂ  876  868  8 0.9 

 

オ 営業収益の額  876  868  8 0.9 

カ 受託工事収益の額  0  0  0 0 

 ％ ％ ポイント  

資 金 不 足 比 率 － － － － 

（注）「資金不足額 Ａ」が 0（ゼロ）の場合は、資金不足額が生じていないため資金不足比 

率は「－」で表示している。 

  

資金不足比率 ＝ 

資金不足額 Ａ（ア 歳出額 ＋ イ 算入地方債 

－ （ウ 歳入額 － エ 翌年度へ繰り越すべき財源）） 

事業の規模 Ｂ（オ 営業収益に相当する収入の額 

－ カ 受託工事収益に相当する収入の額） 
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（３）法非適用企業（宅地造成事業を行っているもの） 

資金不足比率の算定式は次のとおりである。 

 

 

 

 

（注）「イ 算入地方債」は、建設改良費以外の経費に充てるために起こした地方債の現在

高である。 

      

①①①①    寺家地区土地区画整理事業特別会計寺家地区土地区画整理事業特別会計寺家地区土地区画整理事業特別会計寺家地区土地区画整理事業特別会計    

寺家地区土地区画整理事業特別会計の資金不足比率の状況は第１０表

のとおりである。地方債残高が皆減したことにより資金剰余額が 1653

万円生じており、資金不足額は発生していないため資金不足比率は算定

されない。 

 

第１０表 寺家地区土地区画整理事業特別会計の資金不足比率の状況 

区  分 令和元年度 平成３０年度 増 減 増 減 率 

 億 万円 億 万円 億 万円 ％ 

資金不足額    Ａ 

（△資金剰余額） 

△ 1653  0 △ 1653 皆増 

 

 

ア 歳 出 額  9966 1 3109 △ 3143 △24.0 

イ 算 入 地 方 債  0  0  0 0 

ウ 歳 入 額  9966 1 3772 △ 3806 △27.6 

エ 

翌年度へ繰り越

す べ き 財 源 

 0  0  0 0 

オ 土地収入見込額  1653  2060 △ 407 △19.7 

事業の規模    Ｂ  359  2571 △ 2212 △86.0 

 

カ 営業収益の額  359  2571 △ 2212 △86.0 

キ 受託工事収益の額  0  0  0 0 

 ％ ％ ポイント  

資 金 不 足 比 率 － 

(△460.0) 

－ 

(－) 

－ 

(皆増) 

－ 

（注）１ 「資金不足額 Ａ」が△の場合は、資金剰余額を示している。このため、資金剰余 

額の増加は増減欄において△で表示される。 

２ 資金不足額が生じていない場合は、資金不足比率は「－」で表示している。 

３ （ ）内の数値は、資金不足額が生じていない場合に資金剰余額の事業規模に対する 

割合を参考として記載している。（負の値で表示）

        

資金不足比率 ＝ 

資金不足額 Ａ（ア 歳出額 ＋ イ 算入地方債－ （ウ 歳入額 

－ エ 翌年度へ繰り越すべき財源）－ オ 土地収入見込額） 

事業の規模 Ｂ（オ 営業収益に相当する収入の額 

－ カ 受託工事収益に相当する収入の額） 
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３３３３    むすびむすびむすびむすび    

当年度の健全化判断比率のうち、実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、

実質赤字額及び連結実質赤字額が生じていないため、各比率は算定されてい

ない。 

実質公債費比率は 0.5％で、前年度より 0.2ポイント低下している。これ

は、算定式における地方債の元利償還金が前年度より増加したことが影響し

ている。 

将来負担比率は、将来負担額に対して充当可能な財源の額が上回っている

ことから算定されていない。 

次に、当年度の資金不足比率は、全ての会計において資金不足額が生じて

いないため、算定されていない。 

以上のとおり、健全化判断比率及び資金不足比率は、いずれも健全化基準

を下回っていた。 

しかしながら、当年度決算において一般会計では公債費が増加しているこ

とや、公営企業会計では一般会計からの繰入れによる財政支援が行われてい

る状況にあることから、今後においても社会情勢等を注視しつつ中長期的視

点に立った財政運営を行うことが必要である。健全な財政運営を維持し、よ

り一層効率的な行政運営に努め、財政基盤の強化を図られたい。 


